
 
 

 

～ 本資料配布の目的について ～ 
 

国土交通省と宮崎県は、宮崎海岸（宮崎港北端〜一ツ瀬川河口間）の侵食

対策を、行政・市民・専門家が三者一体となって進めており（宮崎海岸トライア

ングル）、毎年調査を行い委員会等によりその効果を検証・確認しています

（効果検証・確認の流れ）。 

市民の皆さんの意見も毎年伺い、検証・評価の参考としていますが、今年も

昨年と同様、希望される方に資料を送付し、発言の意志のある方には Q&A

形式のアンケートに記載頂き、参加・発言してもらうことにしました。 

一昨年前迄は、対策の効果検証に関する談義を宮崎海岸市民談義所にて

行っていましたが、昨年同様、今年も新型コロナウイルス感染症への対策を踏

まえ、会議形式での開催は中止することにしました。そのかわり、今回も現時

点で可能な最善の方法として、希望者全員に資料と Q&A 形式のアンケート

を配布することにしています。さらに意見を直接電話で伝えられるホットライ

ン（別紙参照）も準備しました。  

お伺いした意見等については従来の会議コーディネータにお渡しし、意見を

集約します。その後、意見を参考に対策の効果評価を行い、宮崎海岸侵食対

策検討委員会および効果検証分科会に諮っていきます。 

【市民】
“宮崎海岸市民談義所

（広く開かれた議論の場）”

《専門家》

［宮崎海岸出張所］
（海岸よろず相談所）

“侵食対策検討委員会”
“技術分科会”
“効果検証分科会”

［事業主体］ 関係機関

①市民からの意見をしっかりと受け止める
②市民のなかに出向き意見を聞く

市民連携
コーディネータ

宮崎海岸市民談義所

・今後も「広く開かれた議論の場」として継続する。

・さらに、興味・関心のある多くの市民が参加できる機会を
作っていく。

・市民と連携した調査も模索していく。

・調査結果の報告、侵食対策実施状況、それらの修正・改
善等について談義していく。

宮崎海岸トライアングル

資料１ 

効果検証・確認の流れ

効果検証分科会

侵食対策
検討委員会

事業主体

技術分科会

必要に応じて、
対策の修正、
見直しを検討

市民談義所

意見・要望年次評価票
（素案）

年次評価票
（案）

年次評価票

※今回も
書面会議で開催


